
　 春日部市 令和７年１０月３１日（金）

資料２

近隣自治体の動向等について

１　近年に使用料改定を実施した
　　自治体の改定率等について

２　中川流域下水道管内の自治体との比較

３　一般的な世帯における現行使用料と
　　改定後使用料の比較について



　　年に使用料改定を実施した
　 　　自治体の改定率等について
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自治体名 算定期間
審議会の答申に

よる改定率
施行時期

新座市 － なし 令和7年7月

日高市
R7から
4年間

R7に15％、
R9に15％の2段階

令和7年7月

飯能市
R7から
3年間

22％ 令和7年10月

東松山市
R7から
10年間

全体54％
前半40％、後半20％

令和8年1月

幸手市
R8から
5年間

63％ 令和8年4月

川口市
R8から
4年間

27.16％ 令和8年4月

滑川町
R8から
5年間

25％ 令和8年4月

小川町
R8から
5年間

25％ 令和8年4月
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※　国（総務省）は、月平均使用料（20m3使用）の
　　単価は、3,000円を前提としている

月平均使用料（20m3使用）
ランキング

自治体名 使用料

白岡市 2,806円

越谷市 2,574円

さいたま市 2,459円

伊奈町 2,398円

春日部市 2,376円

三郷市 2,214円

松伏町 2,200円

八潮市 2,175円

川口市 1,998円

蓮田市 1,980円

草加市 1,947円

宮代町 1,883円

杉戸町 1,870円

吉川市 1,870円

幸手市 1,595円

　　川流域下水道管内の自治体との比較

【幸手市】2,596円
（平均63％改定：令和8年4月～）

【川口市】2,582円
（平均27.16％改定：令和8年4月～）

≪パターン①≫ 3,801円
（60％改定の場合）

≪パターン②≫ 3,326円
（40％改定の場合）

≪パターン③≫ 3,088円
（30％改定の場合）

● 中川流域下水道管内の自治体で、
　 改定後の月平均使用料（20m3使用）

令和6年度末現在

● 春日部市の月平均使用料（想定）
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経費回収率順の月平均使用料（20m3使用）

　　川流域下水道管内の自治体との比較
経費回収率は令和5年度末現在
　　使用料は令和6年度末現在

自治体名 経費回収率 使用料

吉川市 125.6％ 1,870円

越谷市 107.4％ 2,574円

さいたま市 105.1％ 2,459円

伊奈町 103.8％ 2,398円

川口市 93.9％ 1,998円

春日部市 88.7％ 2,376円

草加市 86.6％ 1,947円

白岡市 86.2％ 2,806円

杉戸町 83.9％ 1,870円

三郷市 79.3％ 2,214円

八潮市 76.6％ 2,175円

蓮田市 74.3％ 1,980円

松伏町 69.6％ 2,200円

宮代町 60.9％ 1,883円

幸手市 54.0％ 1,595円

自治体名 経費回収率 使用料

吉川市 125.6％ 1,870円

越谷市 107.4％ 2,574円

川口市 106.5％ 2,582円

さいたま市 105.1％ 2,459円

伊奈町 103.8％ 2,398円

春日部市 88.7％ 2,376円

草加市 86.6％ 1,947円

白岡市 86.2％ 2,806円

杉戸町 83.9％ 1,870円

幸手市 80.0％ 2,596円

三郷市 79.3％ 2,214円

八潮市 76.6％ 2,175円

蓮田市 74.3％ 1,980円

松伏町 69.6％ 2,200円

宮代町 60.9％ 1,883円

経費回収率
100％以上

経費回収率
100％以上

・中川流域下水道管内の自治体は、いずれも国が示す月平均使用料（20m3使用）
　の単価が3,000円以下となっている。



　　般的な世帯における現行使用料と
　 　　改定後使用料の比較について

4

・一般的な世帯における平均使用水量は、東京都水道局のHPより

・春日部市での現行の使用料体系から、2か月あたりの使用料を算出します。

　　【単身世帯】1か月あたり、8.1m3であることから、
　　　　　　　　2か月あたり、約16m3とします。

【４人家族世帯】1か月あたり、23.1m3であることから、
　　　　　　　　2か月あたり、約46m3とします。

【単身世帯】
　　使用料 = 基本料金 + 使用水量 × 1m3あたり単価
　　　　　 = 960+(16-10)×108
　　　　　 = 1,608円(税抜) = 1,768円(税込)

【４人家族世帯】
　　使用料 = 基本料金 + 使用水量 × 1m3あたり単価
　　　　　 = 960+(30-10)×108+(40-30)×120+(46-40)×132
　　　　　 = 5,112円(税抜) = 5,623円(税込)



　　般的な世帯における現行使用料と
　 　　改定後使用料の比較について
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【単身世帯】
16m3使用

≪パターン①≫
60％改定

≪パターン②≫
40％改定

≪パターン③≫
30％改定

≪現行使用料≫
1,768円

　2,828円 2,475円 2,298円

現行使用料との差 ＋1,060円 ＋707円 ＋530円

・財政シミュレーションによる改定を行った場合の、使用料を試算しました。

【4人家族世帯】
46m3使用

≪パターン①≫
60％改定

≪パターン②≫
40％改定

≪パターン③≫
30％改定

≪現行使用料≫
5,623円

　8,996円 　7,872円 　7,309円

現行使用料との差 ＋3,373円 ＋2,249円 ＋1,686円

※現行使用料に改定率を乗じた簡易的な試算のため、実際の使用料とは異なります。

（2か月あたりの使用料・税込）

（2か月あたりの使用料・税込）



　　わり

ご清聴　ありがとうございました
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